
上野原市告示第２２号 

 

上野原市道路線の供用開始に関する告示 

 

道路法第１８条第２項の規定に基づき、次のように市道の供用を開始

する。 

その関係図面は、上野原市役所建設課において令和８年３月１８日か

ら令和８年３月３１日まで一般の縦覧に供する。 

 

　　令和８年３月１８日 

 

上野原市長　村上　信行　　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



供 用 開 始 

道路の種類　市道 

路　線　名　山王橋線 

路線の区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 整理 

番号

路線 

番号
区間

敷地の幅員 

（ｍ）

延長 

（ｍ）

 
1 7075

上野原市棡原字三二山 7225 番地 6 

上野原市棡原字下椿 6496 番地 16
4.8～8.8 96.53


